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．
は
じ
め
に

オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
に
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
諸
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
が

存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
は
旧
宗
主
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
や
行
政
文
化
が
伝
播
・
移
入

さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
国
で
は
、
移
入
し
た
文
化
の
本
質
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
同
様
な
制
度
、
文
化
な
ど
の
移
入
経
験
を
有

す
る
北
米
と
は
異
質
な
形
で
発
展
さ
せ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
し
行
政
苦
情
処
理
・
救
済
に
つ
い
て
眺
め
て
み
る
と
、
旧
宗
主
国
で

あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
に
倣
っ
た
の
で
は
な
く
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
母
国
で
あ
る
北
欧
か
ら
移
入
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

論　

説
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あ
る
。
と
り
わ
け
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
大
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
よ
り
も
一
四
年
も
早
く
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制

度
を
移
入
し
、
機
能
的
な
運
営
を
し
て
き
た
。

日
本
に
お
い
て
、
先
住
民
族
で
あ
る
マ
オ
リ
人
の
言
葉
で
「
ア
オ
テ
ア
ロ
ア
」（
白
く
長
い
雲
が
た
な
び
く
国
）
と
い
う
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
に
一
躍
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
行
政
改
革
で
あ
る
。
当
時
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、

行
政
機
能
の
機
能
的
拡
大
よ
り
財
政
支
出
の
増
加
傾
向
に
苦
悩
す
る
先
進
諸
諸
国
か
ら
、
ニ
ュ
ー
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
1
）

（N
ew

 P
ublic M

anagem
ent

）
に
よ
り
行
政
の
機
能
的
再
構
築
に
成
功
し
た
行
政
改
革
の
先
進
国
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
。
と
り

わ
け
、
八
四
年
ロ
ン
ギ
労
働
党
政
権
下
で
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
（R

eaganom
ics

）
や
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
（T

hatcherism

）
と
並
ん
で
、
ロ

ジ
ャ
ー
ノ
ミ
ク
ス
（R

ogernom
ics （

2
）

）、
と
称
さ
れ
る
、
自
由
主
義
・
競
争
主
義
・
市
場
主
義
を
徹
底
し
た
「
小
さ
な
政
府
」
の
政
策
指
向

が
同
国
に
活
気
を
も
た
ら
し
経
済
再
生
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
政
改
革
先
進
国
で
あ
る
同
国
で
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
導
入
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
規

制
大
国
か
ら
規
制
緩
和
先
進
国
に
政
策
転
換
の
も
と
で
行
政
苦
情
救
済
に
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
前
規
制
か
ら
事
後
統
制

へ
と
変
化
す
る
な
か
で
行
政
苦
情
救
済
に
は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
国
で
行
わ
れ
た
行
政
改
革
の
背
景
に

お
い
て
は
改
革
を
支
え
る
社
会
制
度
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

概
し
て
汚
職
や
不
正
な
ど
に
よ
る
政
府
の
非
効
率
や
無
理
・
無
駄
を
な
く
し
、
よ
り
よ
い
政
府
に
し
て
い
く
た
め
の
「
グ
ッ
ド
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
（G
ood G

overnance

）」
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
は
一
端
を
担
う
制
度
と
し
て
注
目
で
き
る
。
ト
ラ
ン
ス

ペ
ア
レ
ン
シ
ー
（T

ransparency International （
3
）

）
に
よ
る
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
認
識
指
数
、corruption perception index

）
で
比
較
的
ク
リ
ー
ン
な
国

（
4
）

と
し
て
上
位
を
占
め
る
国
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
先
進
国
と
は
相
関
関
係
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
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ラ
ン
ド
は
前
回
は
デ
ン
マ
ー
ク
と
並
び
一
位
で
あ
り
、
同
国
は
次
回
五
年
以
内
に
行
な
わ
れ
る
評
価
に
お
い
て
も
常
に
三
位
以
内
に
留
ま

る
こ
と
を
目
標
に
置
い
て
い
る
。

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
は
、
官
僚
制
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
民
主
的
方
法
が
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

（
5
）

。
こ
の
ひ
と

つ
の
手
段
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
行
政
統
制
で
あ
っ
た
い
え
よ
う
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
よ
う
な
市
民
か
ら
の
苦
情
を
扱
う
の
に
特
化
し

た
監
視
機
関
は
民
主
主
義
の
重
要
な
必
要
条
件
を
満
た
す
と
と
も
に
応
答
性
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
有
用
で
あ
る

（
6
）

。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
各
国
は
福
祉
国
家
へ
の
移
行
に
伴
う
行
政
活
動
の
質
的
・
量
的
変
化
に
伴
い
、
新
た
な
行
政
救
済
制
度
や
行
政

統
制
制
度
と
し
て
導
入
の
必
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
〇
九
年
に
創
設
さ
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
制
度
に
注
目
が
集
ま
り
、
一
九
五
五
年
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、
官
僚
制
や
国
家
権
力
の
濫
用

に
よ
る
人
権
侵
害
な
ど
を
民
主
的
に
統
制
す
る
装
置
と
し
て
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
二
年
に
は
ノ
ル

ウ
ェ
ー
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
導
入
し
、
徐
々
に
世
界
に
広
ま
り
、
こ
こ
三
〇
年
間
で
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た

（
7
）

。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
各
国
で
導
入
さ
れ
た
契
機
は
、
三
権
の
中
で
肥
大
し
た
行
政
を
統
制
す
る
た
め
に
、
三
権
分
立
の
制
度
補
完
を

有
す
る
監
視
機
構
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
自
覚
し
た
結
果
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
に
よ
る
過
剰
な
監
視
を
防
ぎ
、

過
大
な
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
と
杓
子
定
規
が
発
生
す
る
の
を
防
止
す
る
機
能
を
有
し
、
未
来
を
紡
ぎ
だ
す
た
め
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
一
端
を
担
う
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
導
入
が
進
ん
だ
の
で
あ
る

（
8
）

。
ま
た
、
国
や
行
政
に
対
す
る
行
政
苦
情
救
済
や
不
利
益

へ
の
対
応
以
外
に
、
行
政
機
関
の
監
視
を
強
化
し
、
過
誤
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
す
る
市
民
運
動
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
種
の
も

の
は
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
よ
ば
れ
る
が
、
公
的
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
羈
束
裁
量
と
自
由
裁
量

の
区
別
が
相
対
化
し
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
い
ま
だ
に
司
法
府
に
よ
る
事
後
統
制
は
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
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た
め
、
近
年
の
苦
情
処
理
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
専
門
化
・
細
分
化
傾
向
が
見
ら
れ
、
特
定
分
野
で
特
殊
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
が
増
加
や
、
ま
た
、
各
種
業
界
団
体
に
お
け
る
自
主
規
制
的
な
組
織
の
増
加
が
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
行
政
苦
情
救
済
事
情
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
報
告
で
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
行
政
改
革
先
進
国
と
い
わ
れ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
建
国
当
初
の
早
い
段
階
か
ら
行
政
苦
情
救
済
を
移
入
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
文
化
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
変
容

展
開
さ
れ
、
同
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割
と
官
僚
制
の
変
容
に
担
っ
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
．
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
苦
情
処
理
制
度
の
背
景
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

①
社
会
的
背
景

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
国
家
・
政
治
体
制
は
日
本
と
同
様
に
、
単
一
制
国
家
で
あ
り
議
院
内
閣
制
で
あ
る
。
国
土
は
日
本
の
四
分
の
三

程
度
で
あ
る
が
、
島
国
で
火
山
国
で
も
あ
り
地
震
も
あ
る
な
ど
自
然
環
境
、
景
観
も
日
本
と
の
類
似
点
が
多
い
。
し
か
し
、
人
口
は
約

四
〇
〇
万
人
と
日
本
の
三
〇
分
の
一
に
す
ぎ
ず
、
人
種
構
成
は
白
人
移
民
（P

akeha

と
呼
称
さ
れ
る
）
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
多
民
族

国
家
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
く
に
、
先
住
民
族
で
あ
る
マ
オ
リ
人
の
人
口
比
率
が
一
三
％
と
高
く
、
そ
れ
に
加
え
て
近
年
で
は
中
国
人
、

韓
国
人
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
系
移
民
が
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
口
の
人
種
構
成
の
方
向
性
と
し
て
は
よ
り
一
層
多
民
族
国
家

に
向
か
っ
て
い
る
。
苦
情
と
人
種
の
関
係
に
つ
い
て
眺
め
る
と
、
苦
情
を
持
ち
込
む
こ
と
の
多
い
マ
オ
リ
人
の
失
業
率
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系

人
種
に
比
較
し
て
高
く
、
い
わ
ゆ
る
景
気
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
マ
オ
リ
人
の
失
業
率
は
、

二
〇
一
三
年
の
統
計
で
見
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
五
・
三
％
に
対
し
て
、
一
四
・
一
％
と
か
な
り
高
い

（
9
）

。
こ
の
傾
向
は
経
年
変
化
を
見
て
も

同
様
で
あ
る
。
就
業
し
て
い
る
職
種
を
見
て
も
、
清
掃
な
ど
の
単
純
労
働
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
人
種
や
ア
ジ
ア
系
人
種
よ
り
も
マ
オ
リ

四
四
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人
の
比
率
が
高
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
国
は
理
想
的
な
福
祉
国
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
高
く
貧
富
の
格
差
は
少
な
い
と
思

わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ロ
ジ
ャ
ー
ノ
ミ
ク
ス
な
ど
急
進
的
な
改
革
以
後
、
格
差
社
会
は
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
現
在
で
は
日
本
よ
り
も
格
差

が
あ
る
と
さ
れ
、
と
く
に
マ
オ
リ
人
な
ど
の
失
業
者
・
貧
困
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
た
だ
し
、
マ
オ
リ
人
は

政
治
的
に
は
国
政
へ
の
参
加
が
保
証
さ
れ
る
選
挙
区
が
特
別
に
あ
り
、
カ
ウ
ン
シ
ル
（
地
方
自
治
体
の
議
会
）
に
も
進
出
を
果
た
し
、
マ
オ

リ
担
当
大
臣
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
政
治
的
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

国
内
の
人
口
分
布
は
、
国
民
の
大
部
分
は
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
リ
ン
ト
ン
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
な
ど
の
三
大
都
市
圏
に
集
住
し

て
い
る
が
、
二
〇
一
〇
年
に
大
型
合
併
を
行
っ
た
〝
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
（super city

）〞
で
あ
る
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
は
一
〇
〇
万
人
以
上

が
居
住
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
口
の
四
分
の
一
が
こ
の
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
に
、
ウ
エ
リ
ン
ト
ン
や
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
の
都
市
圏
を

含
め
る
と
約
四
〇
〇
万
人
口
の
圧
倒
的
多
数
が
三
大
都
市
圏
域
に
居
住
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
都
市
の
利
害
関
係
者
を
中
心
に
都
市
型

政
治
が
展
開
さ
れ
、
政
治
も
行
政
も
都
市
居
住
者
の
利
害
を
反
映
し
て
い
る
。
と
く
に
経
済
的
中
核
機
能
を
有
す
る
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
市
の

政
治
的
影
響
は
大
き
い
の
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。

中
央
地
方
関
係
は
、
中
央
政
府
、
地
方
政
府
の
二
層
制
で
あ
る
。
地
方
政
府
は
、
広
域
自
治
体
（regional councils

）
と
普
通
地
方
自

治
体
（territorial authorities

）
に
分
け
ら
れ
る
。
典
型
的
な
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
中
央
地
方
関
係
で
事
務
の
所
管
は
明
確
に
分
離

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
所
管
と
す
る
事
務
は
明
確
に
区
別
さ
れ
並
列
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
広
域
行
政
機
関
の
機
能
を
あ
わ

せ
も
つ
複
合
的
な
普
通
地
方
自
治
体
も
存
在
す
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
と
地
方
の
業
務
配
分
は
中
央
政
府
の
業
務
範
囲
が

広
く
、
日
本
で
は
地
方
自
治
体
が
行
う
よ
う
な
教
育
・
社
会
福
祉
・
警
察
・
消
防
の
業
務
を
中
央
政
府
が
行
っ
て
い
る
集
中
型
で
あ
り
、

一
般
政
府
支
出
に
占
め
る
中
央
政
府
の
割
合
は
九
割
に
も
達
す
る
。
一
方
で
基
礎
自
治
体
で
は
道
路
・
公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
・
図
書
館

四
四
一
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等
の
整
備
・
管
理
、
水
道
や
ゴ
ミ
処
理
の
運
営
な
ど
、
ハ
ー
ド
に
関
連
し
た
業
務
が
多
い
。
広
域
自
治
体
の
業
務
は
環
境
保
全
等
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
行
政
苦
情
に
つ
い
て
も
中
央
政
府
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
が
対
象
に
な
る
場
合
が
多
い
の
は
当
然
の
理
で
あ
る
。

②
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
発
展
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
健
全
な
民
主
主
義
の
も
と
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
相
当
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
し
て
い
た
こ
と

が
推
察
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
世
界
銀
行
が
中
心
と
な
っ
て
調
査
研
究
が
な
さ
れ
、
公
共
部
門
の
改
革

を
進
め
る
こ
と
で
、〝
良
き
政
府
〞
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
グ
ッ
ド
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
社
会
で
生
じ
る

課
題
解
決
と
な
る
と
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た

（
10
）

。
こ
の
発
想
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
る
理
論
的
あ
る
い
は
実
態
的
な
調
査
研
究
に
基
づ
い

て
お
り
、
民
主
主
義
の
充
実
が
汚
職
を
減
少
さ
せ
、
世
界
銀
行
の
目
的
で
あ
る
世
界
の
貧
困
の
原
因
を
撲
滅
す
る
こ
と
に
な
る
と
研
究
分

析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

世
界
銀
行
は
、
初
期
段
階
に
お
い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、
政
府
の
統
治
能
力
や
そ
の
国
の
民
主
性
の
発
展
が
適
切
な
状
況
に
あ
る

な
ら
ば
、
経
済
的
も
健
全
か
つ
十
分
に
発
展
を
遂
げ
る
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
使
用
し
て
い
た
。
そ
の
理
念
を
構
成
す
る
指
標
と
し
て
、

第
一
に
制
度
の
正
当
性
と
多
元
的
ア
ク
タ
ー
の
参
加
を
促
す
た
め
に
「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」、
第
二
に
「
公
開
性
と
透
明
性
」、
第
三

に
法
の
支
配
に
よ
り
結
論
が
予
想
し
う
る
状
況
で
あ
る
「
予
測
可
能
性
」
と
い
う
三
つ
を
挙
げ
た
。
ま
た
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
な
ど
に
よ
っ
て
民

主
化
志
向
を
有
す
る
か
否
か
の
「
国
家
の
あ
り
方
」
と
、
政
府
が
効
果
的
・
効
率
的
に
機
能
し
得
る
か
と
い
う
「
政
府
の
機
能
の
あ
り

方
」
の
二
つ
が
示
さ
れ
た

（
11
）

。
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
視
点
が
少
な
か
ら
ず
行
政
運
営
や
行
政
の
在
り
方
に
影
響
を
与
え
、

八
〇
年
代
に
は
公
務
員
制
度
改
革
、
公
共
セ
ク
タ
ー
改
革
や
歳
出
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
と
し
て
応
用
さ
れ
、
九
〇
年
代
に
は
ア
カ
ウ
ン
タ

四
四
二



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
福
島
）

（
五
二
五
）

ビ
リ
テ
ィ
、
よ
り
進
ん
で
情
報
の
公
開
、
行
政
運
営
の
透
明
性
な
ど
規
範
整
備
や
シ
ス
テ
ム
構
築
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
担
保
す
る
制
度
と
し
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
早
く
か
ら
導
入
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お

い
て
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
際
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
は
個
別
の
行
政
苦
情
救
済
を
超
え
て
官

僚
の
行
動
様
式
や
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
基
本
的
な
特
徴
を

眺
め
、
そ
の
機
能
的
特
性
を
明
確
に
す
る
。

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ゲ
ル
ホ
ン

（
12
）

は
、
九
カ
国
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
比
較
分
析
か
ら
次
の
よ
う
な
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
非
司

法
的
な
救
済
手
段
」「
行
政
監
察
活
動
の
動
機
と
対
象
」「
日
常
の
一
般
的
監
察
活
動
」「
監
察
の
具
体
的
方
法
」「
監
察
の
事
後
処
理
」

「
裁
量
に
対
す
る
審
査
」
か
ら
、
共
通
の
機
能
を
抽
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
活
動
の
面
か
ら
分
析
す
る
視
点
か
ら
、
デ
ィ
ー

ン
・
Ｍ
・
ゴ
セ
ツ
ラ
ー
ら
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
モ
デ
ル
と
し
て
、
つ
ま
り
古
典
的
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
モ
デ
ル
で
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
必
要
条

件
と
し
て
、「
独
立
性
」、「
公
平
と
公
正
」、「
審
査
手
続
き
の
信
頼
性
」「
秘
密
の
保
持
」
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

四
つ
の
特
徴
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
は
、「
独
立
性
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
が
慣
習
で
は
な
く
憲
法
ま

た
は
法
律
に
よ
り
制
度
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
立
法
機
関
の
代
理
人
と
し
て
活
動
し
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
自
身

が
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
審
査
を
行
う
独
立
機
関
で
あ
る
こ
と
、
行
政
内
で
制
度
化
さ
れ
た
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
審
査
よ
り
も
立
法
機
関

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
方
が
望
ま
し
い
こ
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
職
務
を
行
う
た
め
に
は
安
定
し
た
任
期
と
再
任
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
解
任
は
解
任
に
該
当
す
る
事
由
が
明
確
で
あ
り
任
命
機
関
の
多
数
の
承
認
に
よ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

「
公
平
と
公
正
」
と
し
て
の
次
の
五
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
不
偏
不
党
の
観
点
か
ら
選
出
さ
れ
る

四
四
三
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こ
と
、
第
二
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
任
命
は
圧
倒
的
多
数
に
よ
る
こ
と
、
第
三
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
活
動
は
政
治
的
な
紛
争
か
ら
乖
離
し
い

か
な
る
政
治
集
団
・
団
体
か
ら
の
苦
情
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
四
に
何
人
（
な
ん
び
と
）
も
料
金
を
払
う
こ
と
な

く
仲
介
人
を
経
る
こ
と
な
く
直
接
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
苦
情
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
、
第
五
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
管
轄
権
の
範
囲
内
で

は
あ
ら
ゆ
る
機
関
や
公
務
員
も
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
特
定
の
状
況
を
解
決
す
る
勧
告
を
な
し
そ
れ
ら
の
再
発
を
防
止
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。「

審
査
手
続
き
の
信
頼
性
」
と
し
て
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
一
般
的
管
轄
権
は
特
定
の
行
政
機
関
や
特
定
の
苦
情
形
態
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
広
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
行
政
機
関
や
管
轄
権
の
範
囲
内
の
公
務
員
に
関
連
す
る
ど
の
よ
う
な
苦

情
も
調
査
で
き
る
こ
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
政
府
及
び
準
政
府
機
関
へ
の
苦
情
を
調
査
で
き
る
こ
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
苦
情
が
な
く
と

も
調
査
を
開
始
で
き
る
こ
と
、
政
府
機
関
の
職
員
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

「
秘
密
性
」
と
し
て
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
秘
密
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
記
録
を
検
証
さ
れ
た
り

作
成
を
強
要
さ
れ
た
り
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ド
ナ
ル
ド
・
Ｃ
・
ロ
ー
ワ
ッ
ト
（D

onald C
. R

ow
at

）
教
授
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
本
質
と
し
て
以
下
の
条
件
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
①
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
議
会
の
職
員
で
あ
り
、
議
会
に
よ
り
任
命
さ
れ
議
会
に
報
告
で
き
る
こ
と
、
②
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
公
平
な

立
場
に
あ
り
、
議
会
自
体
か
ら
も
政
治
的
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
③
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
客
観
性
と
卓
越
し
た
知
識
と
威
信
を
基
礎
と
し

た
調
査
権
と
勧
告
権
の
み
を
持
ち
、
議
会
へ
の
報
告
・
公
表
を
行
う
こ
と
、
④
自
己
・
自
発
的
な
調
査
権
を
有
す
る
こ
と
、
⑤
直
接
的
、

非
公
式
、
低
廉
で
あ
る
こ
と
、
の
五
項
目
で
あ
る

（
13
）

。

こ
の
よ
う
な
最
低
限
度
の
特
性
を
有
す
る
も
の
が
古
典
的
モ
デ
ル
と
い
う
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
こ
れ
ら
を
備

四
四
四



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
福
島
）

（
五
二
七
）

え
た
典
型
的
な
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
こ
の
よ
う
な
特
性
を
有
し
個
別
の
苦
情
救
済
を
通
じ
て
諸

制
度
に
影
響
を
与
え
、
よ
り
良
い
政
府
の
構
築
に
寄
与
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
い
か
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
形
成

に
大
き
く
寄
与
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
世
界
銀
行
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
連
携
関
係
を
模
索
す
る
姿
勢
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
五
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
世
界
銀
行
の
円
卓
会
議
に
お
い
て
、
国
際
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
協
会
と
世

界
銀
行
は
「
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
に
む
け
て
」
と
題
し
て
将
来
に
わ
た
る
強
い
連
携
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
二
〇
一
五
年
三
月
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
「
開
か
れ
た
政
府
の
促
進
の
た
め
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
改

革
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
は
政
府
の
説
明
責
任
の
強
化
と
と
も
に
、
公
共
利
益
の
促
進
の
た
め
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

が
果
た
す
べ
き
役
割
は
将
来
に
わ
た
り
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
単
な
る
個
人
的
な
苦
情
処
理
に
留
ま
ら

ず
、
シ
ス
テ
ム
的
に
公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
、
シ
ス
テ
ム
の
改
良
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

3
．
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
生
成
過
程

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
は
政
治
体
制
、
社
会
経
済
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
そ
の
形
態
も
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
お
い
て
そ
の
特
徴
や
導
入
さ
れ
た
他
国
と
類
似
性
が
あ
る
の
か
を
政
策
収
斂

（
14
）

の
面
か
ら
検
討
す
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
経
由
で
導
入
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、「
議
会
・
行
政
府
関
与
型
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
で
あ
り
、

英
連
邦
の
な
か
で
は
最
初
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
大
臣
責
任
制
を
と
る
議
院
内
閣
制
の
下
で
、
行
政
機
関

の
行
為
か
ら
国
民
の
権
利
・
自
由
を
保
護
す
る
目
的
を
も
っ
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
形
成
さ
れ
た
。
英
米
系
と
似
た
法
律
制
度
を
も
つ

四
四
五
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国
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
採
用
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
は
英
米
法
系
諸
国
家
を
介
し

て
世
界
に
伝
播
し
展
開
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
北
欧
で
は
、
ノ
ル
ゥ
エ
ー
が
一
九
六
二
年
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
採
用
し
て
い
る
が
、
同
年
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
導
入
し
、
こ
こ
か
ら
、
一
九
六
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
、
一
九
七
七
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
そ
し
て
、
州
レ
ベ
ル

で
は
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
英
語
圏
の
国
へ
と
、
こ
の
制
度
が
伝
播
、
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
議
会
か
ら
の
推
薦
あ
る
い
は
議
会
と
の
協
議
に
も
と
づ
い
た
う
え
で
、

行
政
府
の
長
や
女
王
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る

（
15
）

。
実
質
的
に
は
「
議
会
の
代
理
人
」
で
は
あ
る
が
、
形
式
的
に
は

「
行
政
府
の
長
の
代
理
人
」
的
な
色
彩
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た

（
16
）

。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
、
行
政
機
関
に
対
し

て
国
民
か
ら
の
行
政
苦
情
処
理
の
た
め
の
機
関
を
設
置
す
べ
き
も
の
と
す
る
議
論
が
活
発
と
な
り
、
一
九
五
九
年
に
な
っ
て
、「
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
的
自
由
及
び
正
義
の
保
護
の
た
め
の
憲
法
協
会
」
が
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
導
入
の
た
め
の
働
き
か
け
を
二
大
政
党
の
党

首
に
対
し
て
開
始
し
た
と
こ
ろ
、
労
働
党
政
権
は
、
市
民
保
護
の
た
め
の
現
行
制
度
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
が
、

国
民
党
首
の
Ｊ
・
Ｒ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（J. R

. M
arshall

）
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
関
心
を
示
し
、
次
期
総
選
挙
の
政
策
と
し
て
提
案
す

る
こ
と
を
決
め
た

（
17
）

。
一
九
六
〇
年
の
総
選
挙
で
国
民
党
の
勝
利
の
後
、
一
九
六
一
年
に
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
総
選
挙
に
勝
利
し
た
国
民

党
が
デ
ン
マ
ー
ク
・
モ
デ
ル
に
修
正
を
く
わ
え
、「
議
会
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
法
」（the P

arliam
entary C

om
m
issioner

（O
m
budsm

an

）A
ct 

1962

）
を
成
立
さ
せ
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
導
入
さ
れ
た

（
18
）

。

世
界
的
に
普
及
し
た
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
で
あ
る
が
、
国
に
よ
っ
て
社
会
政
治
経
済
環
境
に
よ
っ
て
相
違
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
お
い
て
特
徴
や
類
似
性
は
あ
り
政
策
収
斂
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
し
う
る
。
時
代
を
超
え
て
各
国
間
に
政
策
類
似
性
が

四
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増
大
す
る
こ
と
で
あ
る
と
一
般
的
に
い
わ
れ
る
が
、
他
で
起
き
た
経
験
を
利
用
す
る
と
い
う
合
理
的
効
用
化
を
図
る
学
習
過
程
が
進
ん
で

い
る
。

Ｅ
・
Ｍ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
普
及
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
持
つ
ア
ク
タ
ー
を
変
革
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（change agent

）
と
呼
び
、
実
際
の

変
革
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
専
門
家
集
団
と
顧
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
・
提
供
す
る
リ
ン
カ
ー
（linker

）
と
し

て
の
役
割
も
有
し
て
い
る
と
い
う
。
福
祉
国
家
に
お
け
る
行
政
苦
情
救
済
制
度
の
確
立
と
官
僚
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
を
も

た
ら
し
た
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
一
つ
の
変
革
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
複
線
型
苦
情
救
済
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
建
国
の
初
期
段
階
で
は
単
線
型
苦
情
救
済
制
度
で

あ
っ
た
が
、
社
会
問
題
の
複
雑
化
や
社
会
の
変
動
に
と
も
に
な
い
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

行
政
苦
情
処
理
制
度
に
つ
い
て
は
日
本
と
異
な
る
点
は
、
国
レ
ベ
ル
で
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
務
所

は
首
都
で
あ
る
ウ
エ
リ
ン
ト
ン
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
都
市
型
政
治
へ
の
配
慮
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
の
大
都
市
で
あ
る

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
南
島
の
大
都
市
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
に
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
議
会
型
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
の
ほ
か
に
、
民
間
部
門
で
も
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
が
、
民
間
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
い
っ
て
も
日
本
と

は
そ
の
性
質
が
異
な
り
、
高
い
公
共
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
公
的
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
組
織
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
会
議
（T

he A
ustralian and N

ew
 Z

ealand O
m
budsm

an A
ssociation

（A
N
Z
O
A

））
の
一
員
で
あ
る

こ
と
か
ら
そ
の
性
質
が
推
察
で
き
よ
う
。

半
世
紀
以
前
に
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
制
度
を
導
入
す
る
以
前
は
い
わ
ゆ
る
政
治
ル
ー
ト
の
原
始
的
解
決
方
法
が

取
ら
れ
、
国
内
で
生
じ
る
国
民
と
行
政
と
の
行
政
苦
情
に
つ
い
て
の
大
半
は
国
会
議
員
あ
る
い
は
所
管
の
大
臣
に
直
接
持
ち
込
ま
れ
、
そ

四
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の
内
容
を
大
臣
に
送
付
し
官
僚
機
構
の
な
か
で
行
政
機
構
の
ト
ッ
プ
に
よ
る
苦
情
処
理
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
臣
が
自
ら
の
省
庁

に
持
ち
込
ま
れ
る
苦
情
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
処
理
に
は
あ
る
種
の
責
任
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
な
る
べ
く
そ
の
処
理
の
関
与
を
回
避
し

よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
苦
情
処
理
の
件
数
や
処
理
時
間
に
お
い
て
機
能
不
全
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
国
民
と
政
府
の
間
の
苦
情
処
理
を
す
る
た
め
、
世
界
に
普
及
し
て
い
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
原
型
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン

（
19
）

か
ら
、
そ
の
後
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
い
う
北
欧
諸
国
に
普
及
し
、
そ
の
後
、
世
界
で
四
番
目
、
大
洋
州
で
は
初

の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
導
入
し
た
。
積
極
的
に
英
連
邦
以
外
の
諸
国
の
制
度
を
摂
取
し
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
と
い
う
北
欧
型
の
政
治

制
度
を
英
国
に
先
駆
け
て
導
入
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
「
議
会
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
法
（P

arliam
entary C

om
m
issioner 

（O
m
budsm

an

）A
ct 1962

、
以
下
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
）」
を
制
定
し
「
議
会
型
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
を
創
設
し
た
の
を
契
機
に
、
こ
れ
を
モ
デ
ル

と
し
て
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
諸
外
国
に
急
速
に
普
及
す
る
こ
と
と
な
る
。

現
在
は
初
期
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
（
一
九
六
二
年
法
）
か
ら
改
正
さ
れ
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
（O

m
budsm

en A
ct 1975

）
の
制
定
に
お
い
て

公
的
機
関
の
調
査
権
限
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
は
、
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
ほ
か
に
、
法
令
に
基
づ
き
政
府
が
任
命
さ
れ
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

が
あ
り
、
近
年
で
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
専
門
化
（
特
殊
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）
志
向
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

（P
rivacy com

m
issioner

）、
警
察
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（Independent P

olice conduct A
uthority

）
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
な

ど
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
重
な
り
合
っ
て
苦
情
を
処
理
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る

（
20
）

。
報
告
書
な
ど
で
も
複
数
の
行

政
苦
情
処
理
機
関
の
署
名
が
並
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
競
争
敵
対
関
係
に
は
な
い
。
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4
．
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
地
位
と
管
轄

①
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
地
位
：
任
命
プ
ロ
セ
ス

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
は
、
一
九
世
紀
の
初
頭
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
、「
法
の
正
し
い
適
用
の
確
保
」
と
と
も
に
「
国
民
の
権

利
・
利
益
の
保
護
」
を
は
か
る
制
度
と
し
て
誕
生
し
発
達
し
、「
議
会
に
よ
る
行
政
権
・
司
法
権
の
統
制
（
監
視
）」
と
い
う
機
能
を
も
っ

て
い
た
。
こ
の
二
〇
世
紀
の
半
ば
に
は
、
各
国
が
行
政
国
家
・
福
祉
国
家
と
し
て
発
展
し
、
行
政
権
力
が
市
民
生
活
の
多
様
な
分
野
と
関

係
性
が
生
じ
る
こ
と
で
国
民
の
権
利
・
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
。

政
策
収
斂
と
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
議
院
内
閣
制
の
国
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
採
用
と
一
定
の
成
功
経
験
が
、

同
様
の
議
院
内
閣
制
を
採
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
伝
播
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
質
的
に
は
「
議
会
型
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
議
会
の
推
薦
に
よ
る
も
の
の
、
五
年
任
期
（
再
任
可
能
）
で
形
式
的
で
は
あ
る
が
行
政
府
の
長
で
あ
る
「
総
督
」（
七
年
任
期
）
に

よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
た
。
隣
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
も
同
様
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
従
来
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
異
な
り
、
形
式
的
で
は
あ
る
が
、
行
政
府
と
立
法
府
の
厳
し
い

対
立
関
係
で
の
機
関
と
い
う
よ
り
は
行
政
府
と
の
妥
協
の
産
物
と
も
い
え
る
任
命
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
地

位
は
高
く
、
最
高
裁
判
所
判
事
と
同
格
と
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
国
王
が
上
級
の
裁
判
官
を
任
命
し
た
の
に
合
わ
せ
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を

任
命
す
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
国
王
の
代
理
人
で
あ
る
総
督
の
任
命
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
的
な
伝
統
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
候
補
者
選
考
方
法
は
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
候
補
者
を
ノ
ミ
ネ
ー
ト
し
た
も
の
を
形
式
的
に
議
会
の
承
諾
を
国
会
で
得
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
の
議
会
政
党
の
支
持
を
取
り
付
け
て
任
命
さ
れ
る
た
め

（
21
）

、
用
意
周
到
な
手
続
き
に
よ
っ
て
強
い
正
当
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性
と
権
威
と
い
う
資
源
を
付
与
し
て
い
る
。
議
会
な
ど
へ
の
候
補
者
の
推
薦
過
程
は
候
補
者
の
経
歴
や
行
政
監
視
役
と
し
て
の
適
任
性
に

つ
い
て
名
声
な
ど
を
参
考
に
考
慮
し
総
合
的
な
決
定
が
為
さ
れ
る
。

現
在
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
広
報
関
係
者
、
大
学
教
授
で
あ
る
が
、
過
去
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
就
任
し
た
人
物
は
、
官
僚
出
身
者
、
議
員
、

大
学
教
員
、
弁
護
士
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
官
僚
出
身
者
と
弁
護
士
が
多
い
。
あ
く
ま
で
も
行
政
に
対
し
て
高
い
識
見
を
も
つ
人
物
と
い

う
視
点
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
手
続
き
を
踏
む
こ
と
で
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
地
位
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
辞
職
す
る
際
に
は
、

国
会
の
議
長
（
議
長
が
空
席
の
場
合
は
内
閣
総
理
大
臣
）
に
対
し
て
辞
任
届
を
送
付
が
義
務
付
け
ら
れ
る
ほ
か
、
心
身
の
故
障
、
破
産
、
義

務
の
不
履
行
、
非
行
以
外
は
解
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
定
年
七
二
歳
ま
で
は
在
任
期
間
が
更
新
さ
れ
る
限
り
身
分
が
保

証
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
過
去
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
平
均
在
任
期
間
を
眺
め
て
み
る
と
、
初
期
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
一
五
年
を
除

い
て
も
通
常
一
〇
年
前
後
と
比
較
的
長
期
間
で
あ
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
行
政
の
組
織
文
化
と
し
て
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
、
伝
統
的
サ
ー
ビ
ス
へ
不
信
を
除
去
す
る
制
度
と
し
て
設
立
さ

れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
首
相
や
裁
判
所
長
官
な
ど
他
の
機
関
の
長
か
ら
高
い
支
持
を
受
け
そ
れ
な
り
の
権
威
を

得
て
い
た
が
、
そ
の
行
動
範
囲
は
定
式
化
し
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
時
代
の
変
遷
と
同
時
に
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
。

高
い
正
当
性
と
支
持
、
ま
た
行
政
苦
情
の
増
加
に
伴
い
、
段
階
的
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
所
管
は
拡
大
傾
向
を
示
し
た
。
初
代
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
は
著
名
な
官
僚
出
身
者
で
あ
るG

uy P
ow

les

で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
五
年
間
も
の
長
い
間
、
地
位
に
就
い
て
い
た
た

め
、
そ
の
権
威
資
源
は
強
大
で
あ
り
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
存
在
感
を
示
し
そ
の
役
割
を
形
成
、
確
立
し
た
時
期
と
評
さ
れ
る
。
彼
は
行
政

に
対
す
る
高
い
専
門
性
を
有
し
、
か
つ
経
験
・
熟
練
度
が
高
く
、
時
間
の
か
か
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
処
理
し
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
進
め
る

四
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理
想
的
状
況
と
各
省
庁
は
そ
の
理
想
を
共
有
し
、
両
者
に
対
立
構
造
で
は
な
く
、
む
し
ろ
協
調
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
同

国
に
お
い
て
も
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
苦
情
処
理
能
力
は
個
人
の
資
源
（
性
格
、
人
脈
な
ど
）
に
帰
依
す
る
の
が
制
度
の
本
質
的
特
徴
で
あ
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
権
力
的
資
源
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
た
め
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

②
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
活
動
と
根
拠
規
範

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
活
動
と
機
能
は
五
つ
の
法
律
を
根
拠
と
す
る
。
そ
れ
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
（O

m
budsm

en A
ct 1975

）、
情
報
公
開

法
（P

rotected D
isclosure A

ct 2000

）、
地
方
政
府
情
報
公
開
法
（L

ocal G
overnm

ent O
ffi  cial Inform

ation and M
eetings A

ct 1987

）、
拷

問
法
（C

rim
es of T

orture A
ct 1989

）、
情
報
保
護
法
（P

rotected D
isclosures A

ct 2000

）
で
あ
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
管
轄
拡
大
は
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
法
の
大
き
な
改
正
で
は
な
く
、
他
の
法
律
に
依
拠
し
所
管
事
項
の
拡
大
で
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
所
管
す
べ
き
機
関
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
の
別
表
に
定
め
ら
れ
、
政
府
の
省
庁
、
地
方
自
治
体
、
そ
の
他
の
国
の
組
織

で
あ
り
、
刑
務
所
も
含
ま
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
連
邦
省
庁
の
み
を
扱
う
の
に
比
し
て
そ
の
管
轄
す
る
対
象
機
関

が
広
い
。

と
り
わ
け
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
機
能
と
権
能
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
行
政
に
関
す
る
事
柄
に
関
す

る
苦
情
を
調
査
す
る
た
め
の
広
範
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
の
下
で
の
苦
情
処
理
業
務
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
仕
事
量

の
六
割
を
占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
そ
の
意
思
表
明
書
（S

tatem
ent of Intent

）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
で
特

徴
的
な
の
は
、
た
と
え
ば
二
〇
一
四
年
度
版
を
眺
め
る
と
、
戦
略
的
方
向
性
や
行
動
方
針
、
変
化
す
る
環
境
の
へ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
く

に
震
災
に
つ
い
て
苦
情
を
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
な
ど
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
単
に
国
民
か
ら
の
行
政
苦
情
を
待
つ
と

四
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い
う
姿
勢
で
は
な
く
、
よ
り
ど
の
よ
う
な
事
項
に
重
点
を
お
く
べ
き
か
な
ど
そ
の
姿
勢
や
留
意
す
べ
き
事
項
を
外
部
に
公
表
し
て
い
る
。

社
会
事
情
に
合
わ
せ
た
行
政
苦
情
・
ニ
ー
ズ
の
分
析
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
戦
略
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
傾
向
と
し
て
、
な
か
な
か
進
ま
な
い
先
の
大
地
震
に
関
す
る
震
災
復
興
の
苦
情
が
最
も
多
く
、
ま
た
、
機
関
別
の
苦
情
に
つ
い

て
は
刑
務
所
内
で
の
受
刑
者
等
か
ら
の
苦
情
が
多
い
。

③　

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
管
轄

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
国
の
機
関
で
あ
り
、
外
在
的
行
政
統
制
の
一
手
段
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
質
的
に
は
管
轄
は
中
央
政
府
の
省
庁
や
そ

れ
に
付
随
す
る
部
門
に
対
す
る
苦
情
を
対
象
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
度
導
入
か
ら
わ
ず
か
六
年
後
の
一
九
六
八
年
に
は
、
教

育
理
事
会
や
病
院
理
事
会
を
含
め
る
と
の
管
轄
の
拡
大
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
七
五
年
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
の
大
改
正
が
行
わ
れ
る
と
規

定
追
加
が
大
幅
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
管
轄
権
は
、
国
の
機
関
に
留
ま
ら
ず
、
地
方
政
府
機
関
の
苦
情
も
含
む
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
に
は
地
方
政
府
法
の
改
正
に
合
わ
せ
て
苦
情
処
理
に
関
す
る
所
管
が
拡
大
さ
れ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
中
央
地
方
関
係
は
、
母
国
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
が
、
日
本
と
同
様
に
中
央
政
府
、
地
方
政
府

の
二
層
制
構
造
で
あ
る
。
隣
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
な
州
が
存
在
し
な
い
の
で
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
が
直
接
対
峙
し
て
い
る
。

典
型
的
な
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
中
央
地
方
関
係
で
あ
り
、
各
主
体
の
事
務
の
権
限
は
制
限
列
挙
さ
れ
、
中
央
政
府
は
地
方
自
治
体
に

対
し
て
限
定
的
な
権
能
し
か
認
め
な
い
中
央
地
方
間
関
係
で
あ
る

（
22
）

。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
小
規
模
な
国
家
の
た
め
中
央
集
権
シ
ス
テ
ム

的
で
、
も
と
も
と
は
地
方
分
権
が
存
在
せ
ず
、
中
央
地
方
関
係
は
地
方
自
治
体
の
中
央
政
府
へ
の
依
存
状
況
が
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
事

情
か
ら
、
設
立
当
初
、
苦
情
処
理
体
制
が
十
分
で
な
い
同
国
に
お
い
て
国
に
よ
る
苦
情
処
理
機
関
と
し
て
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
管
轄
権
が

拡
大
し
た
の
で
あ
る

（
23
）

。
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そ
の
後
も
管
轄
権
は
拡
大
し
、
一
九
八
三
年
七
月
に
、
情
報
公
開
法
が
施
行
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
一
般
的
な
苦
情

調
査
権
に
加
え
、
情
報
開
示
の
要
求
に
対
し
て
政
府
の
決
定
の
賛
否
に
関
す
る
苦
情
を
調
査
す
る
機
能
が
付
与
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
八
八
年
三
月
、
地
方
自
治
体
情
報
公
開
法
が
施
行
に
伴
い
、
地
方
政
府
機
関
の
決
定
に
つ
い
て
の
苦
情
の
調
査
の
機
能
が
付
与
さ

れ
た
。

二
〇
〇
一
年
一
月
に
情
報
保
護
法
、
い
わ
ゆ
る
「
内
部
告
発
」
法
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
又
は
職
場

（
公
衆
ま
た
は
民
間
部
門
）
深
刻
な
不
正
行
為
に
つ
い
て
の
通
告
を
検
討
し
て
い
る
従
業
員
に
対
し
て
助
言
と
指
導
を
与
え
る
責
任
を
規
定

し
た
法
で
あ
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
ま
た
保
護
さ
れ
た
情
報
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
権
限
を
も
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
は
ク
ラ
ウ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
と
情
報
公
開
法
の
下
で

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
管
轄
が
す
べ
て
の
ク
ラ
ウ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

（
24
）

（C
row

n E
ntity

）
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
ク
ラ
ウ
ン
・
エ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
は
行
政
組
織
で
は
な
い
が
、
国
の
行
政
の
実
施
組
織
と
し
て
国
が
設
置
す
る
国
の
認
可
法
人
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

版
独
立
行
政
法
人
と
い
っ
た
類
の
法
人
で
あ
る
。

人
権
領
域
に
も
管
轄
権
は
拡
大
を
見
せ
る
。
二
〇
〇
七
年
六
月
二
一
日
に
国
家
予
防
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）、
犯
罪
の
拷
問
行
為
防
止

に
つ
い
て
、
拷
問
と
他
の
残
酷
、
非
人
道
的
な
処
置
ま
た
は
罰
の
防
止
に
関
す
る
条
約
・
議
定
書
に
よ
っ
て
国
内
法
が
制
定
さ
れ
施
行
さ

れ
た
。
国
内
法
の
制
定
は
拷
問
と
他
の
残
酷
な
非
人
間
的
な
扱
い
や
罰
を
防
止
す
る
た
め
に
定
期
的
に
施
設
を
実
地
調
査
す
る
シ
ス
テ
ム

を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
刑
務
所
、
移
民
収
容
施
設
、
拘
留
、
子
供
の
ケ
ア
と
保
護
の
た
め
の
施
設
、
青
少
年
更

生
施
設
な
ど
を
訪
問
、
監
視
行
動
を
実
施
し
、
抑
留
者
な
ど
の
処
遇
の
改
善
に
努
め
て
い
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇

年
一
〇
月
、
人
権
委
員
会
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
条
約
加
盟
と
共
に
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
保
護
と
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
国

四
五
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連
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
、
独
立
し
た
主
体
と
し
て
役
割
を
担
う

も
の
と
な
っ
た
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
に
定
め
る
調
査
対
象
機
関
は
、
同
法
の
別
表
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
口
で
い
え
ば
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
調
査
対
象
は
公
的
組
織
の
ほ
と
ん
ど
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。

か
く
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
北
欧
型
の
原
型
を
移
入
し
た

古
典
的
な
モ
デ
ル

（
25
）

と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
三
〇
年
間
で
急
速
に
進
化
・
発
展
を
遂

げ
、
そ
の
役
割
と
権
限
が
変
容
・
拡
大
し
て
い
る
。
現
行
モ
デ
ル
は
、
国
内
で
の
行
政
苦

情
を
処
理
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
国
際
的
な
課
題
で
あ
る
障
害
者
問
題
や
国
際
連
合
が

進
め
る
拷
問
の
禁
止
な
ど
人
権
施
策
な
ど
へ
の
配
慮
な
ど
を
含
め
て
活
動
範
囲
を
拡
大
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

5
．
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
役
割
と
事
務
局

①
役
割
と
機
能

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
機
能
に
つ
い
て
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
一
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
機
能
は
調
査
機
能
、
権
利
の
保
護
機
能
、
改
善
機
能
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。

ま
ず
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
へ
の
苦
情
申
し
立
て
は
、
手
紙
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
な
ど
を
含
む
書

図表 1　対象機関

政府機関（government departments and ministries）

地方団体（local authorities）

政府関係機関（crown entities）

政府企業（state-owned enterprises）

健康機関（district health boards）

教育機関（tertiary education institutions）

学校理事会（school boards of trustees）

情報公開に対する決定（Ministers of the Crown　in relation to decisions on 

requests for offi  cial information）.

四
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面
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
、
直
接
口
頭
で
方
法
な
ど
形
式
は
問
わ
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
提
起
さ
れ
た
苦
情
の

内
容
を
受
け
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
が
苦
情
処
理
を
開
始
す
る
。

調
査
機
能
は
、
管
轄
内
の
対
象
機
関
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
適
用
除
外
事
項
に
は
裁
判
所
に
よ
る
判
決
、
更
生
保
護
委
員
会
な

ど
の
決
定
が
あ
る
。
ま
た
、
警
察
な
ど
特
定
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
設
立
し
た
独
立
し
た
苦
情
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
る
た

め
、
よ
り
専
門
的
な
調
査
に
委
ね
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
す
で
に
十
分
な
救
済
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
や
上
訴
の
機
会
が
残
さ
れ
て
い

る
場
合
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
な
い
場
合
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
そ
れ
を
調
査
は
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
は
「
最
後
の
救
済
機
関
と
し
て
の
役
割
」
と
の
認
識
の
た
め
で
あ
る
。

権
利
の
保
護
機
能
と
は
、
内
部
告
発
な
ど
に
よ
り
組
織
の
不
正
に
関
す
る
情
報
を
得
る
た
め
に
、
内
部
告
発
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ

と
で
あ
る
。
様
々
な
法
的
保
護
に
よ
り
内
部
告
発
者
の
雇
用
な
ど
保
護
す
る
こ
と
な
ど
も
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
役
割
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
は
内
部
告
発
者
か
ら
証
拠
を
直
接
的
に
収
集
す
る
た
め
に
厳
格
な
秘
密
の
保
持
義
務
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。

改
善
機
能
は
、
助
言
や
実
施
調
査
活
動
を
通
じ
て
、
個
々
の
ケ
ー
ス
の
解
決
や
様
々
な
改
善
を
行
う
。
改
善
機
能
に
つ
い
て
の
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人
（
個
別
）
の
苦
情
処
理
を
完
結
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
統
計
処
理

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
び
た
び
官
僚
制
組
織
・
シ
ス
テ
ム
上
の
改
善
機
能
を
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

よ
り
広
範
な
公
益
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
個
別
苦
情
に
基
づ
き
調
査
あ
る
い
は
自
主
調
査
権
を
発
動
し
国
有
部
門
機
関
な
ど
執
行
管
理

や
そ
の
機
関
の
意
思
決
定
の
あ
り
方
な
ど
改
善
に
成
功
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
調
査
に
は
、
公
式
情
報
を
調
査
・
評
価
し
、
政
府
の
意

思
決
定
過
程
の
透
明
性
、
そ
の
決
定
へ
の
責
任
体
制
お
よ
び
国
民
（
住
民
）
参
加
の
機
会
の
増
進
な
ど
改
善
が
な
さ
れ
る
。

と
く
に
昨
今
の
傾
向
と
し
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
社
会
に
お
け
る
人
権
意
識
の
高
揚
か
ら
矯
正
部
門
お
よ
び
身
体
障
碍
者
に
関
心
を
示
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し
て
い
る
。
矯
正
部
門
で
は
、
矯
正
局
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
保
護
調
査
す
べ
て
に
監
視
監
督
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
刑
務
所
で
は
選
択

さ
れ
た
大
事
件
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
身
体
障
碍
者
に
関
す
る
大
き
な
問
題
が
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
拘
留
の
場
所
を
モ
ニ

タ
ー
、
検
査
し
た
後
、
拘
留
、
保
護
住
宅
お
よ
び
青
年
更
生
施
設
で
あ
る
刑
務
所
、
移
住
拘
留
設
備
、
な
ど
の
検
査
、
拘
留
の
条
件
お
よ

び
拘
留
者
の
扱
い
を
改
善
・
勧
告
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

ま
た
、
保
護
開
示
法
の
下
で
、
重
大
な
公
益
を
損
な
う
事
柄
に
つ
い
て
の
内
部
告
発
者
に
は
助
言
が
与
え
ら
れ
る
な
ど
便
宜
が
は
か
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
内
部
告
発
者
は
多
様
な
チ
ャ
ネ
ル
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
り
、
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
が
社
会
改
良
に
一
躍
を
担
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
多
様
な
機
能
が
あ
る
が
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
法
的
権
限
は
強
制
力
の
な
い
勧
告
の
み
で
あ
り
、
公
的
組
織
に
対
し
て
行
動
を

強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
勧
告
を
行
う
た
め
に
、
関
係
者
を
召
喚
、
意
見
を
聴
取
、
立
ち
入
り
検
査
権
の
行

使
が
許
さ
れ
て
い
る
。
情
報
、
文
書
の
作
成
、
調
査
質
問
事
項
へ
の
回
答
な
ど
を
機
関
に
要
求
で
き
る
。
も
っ
と
と
も
こ
れ
ら
の
権
限
を

使
う
こ
と
は
稀
で
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
式
で
情
報
収
集
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
勧
告
書
を
機
関
に
送
付
し
そ
れ
を
機
関
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
は
任
意
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
勧
告
は
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る

（
26
）

。
最
終
的
な
調
査
報
告
は
刊
行
さ
れ
公
表
さ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
対
象
行
政
機
関
等
の
自
発
的
改
良
（w

ider adm
inistrative im

provem
ent

）
を
促
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
管
理
者
行
動
規
範
の
基
準
の
全
体
的
な
改
善
を
も
た
ら
す
た
め
に
重
要
か
つ
広
範
な
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す

る
（
27
）

。
広
範
な
管
理
改
善
調
査
の
実
施
を
施
す
に
は
、
同
様
の
苦
情
が
集
中
し
て
い
る
場
合
、
多
く
の
人
々
が
上
げ
た
問
題
で
直
接
国
民
に

影
響
を
及
ぼ
す
問
題
な
ど
重
要
な
公
共
の
利
益
に
関
わ
る
場
合
、
公
共
部
門
全
体
ま
た
は
特
定
事
案
に
対
し
て
改
善
行
動
に
む
け
て
オ
ン
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ブ
ズ
マ
ン
の
調
査
が
行
わ
れ
る
。
調
査
で
得
ら
れ
た
結
果
は
機
関
や
公
共
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。

改
善
行
動
を
起
こ
す
活
動
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
に
、
逐
次
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
に
つ
い
て
意
見
表
明

（O
m
budsm

en A
ct opinions

）
を
お
こ
な
う
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
公
に
意
見
表
明
す
る
こ
と
で
世
論
形
成
に
努
め
る
。

第
二
に
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
具
体
的
な
戦
略
と
し
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
各
機
関
に
あ
て
て
、
修
正
法
案
や
政
策
に

つ
い
て
提
案
す
る
こ
と
も
あ
る
。
第
三
に
、
最
近
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
公
開
に
よ
る
こ
と
も
世
論
形
成
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

②
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
の
構
成

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
は
、
法
律
上
は
複
数
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
大
ま
か
に
定
め
て
い
る
が
、
現
実
に
は
主
任
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
と
そ
の
他
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
二
人
、
二
人
の
副
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
法
律
顧
問
で
あ
る
。
主
任
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
の
退
任
に
合
わ
せ
、
そ
の
他
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
主
任
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
昇
格
す
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
お
り
、

新
し
い
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
一
人
が
補
充
さ
れ
る
。
他
に
、
事
務
局
に
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
補
佐
ス
タ
ッ
フ
六
八
人
が
配

置
さ
れ
て
い
る
。
当
初
四
人
で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
苦
情
の
増
え
た
こ
と
か
ら
徐
々
に
増
員
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
苦
情
数
が
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
四
年
の
一
〇
年
間
で
四
〇
〇
〇
件
か
ら
一
〇
〇
〇
〇
件
を
超

え
て
い
る
こ
と
か
ら
更
な
る
対
応
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

ス
タ
ッ
フ
は
三
つ
の
主
要
都
市
で
あ
る
、
北
島
の
、
経
済
中
心
都
市
で
あ
る
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
首
都
で
あ
る
ウ
エ
リ

ン
ト
ン
、
南
島
の
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
に
一
三
チ
ー
ム
に
分
割
さ
れ
配
属
さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
の
資
格
要
件
と

し
て
は
、
公
務
員
で
な
い
者
で
五
年
の
任
期
で
採
用
さ
れ
、
常
態
的
に
新
し
い
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
を
補
充
し
オ
ン
ブ

図表 2
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ズ
マ
ン
の
支
援
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。
欠
員
が
で
る
と
、
同
国
の
他
の
職
種
と
同
様
に
、
公
募
に
よ
り
業
務
能
力
が
あ
る
も
の
か
ら
補

充
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
部
か
ら
人
事
補
充
に
よ
る
新
陳
代
謝
に
よ
り
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
所
自
体
が
官
僚
制
化
す
る
こ
と
を
防
止

す
る
工
夫
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
チ
ー
ム
は
苦
情
処
理
を
段
階
的
に
対
応
で
き
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ　

苦
情
を
受
付
け
、
そ
の
取
扱
い
の
採
否
を
評
価
す
る
チ
ー
ム
（Intake and A

ssessm
ent

）：
管
轄
内
で
解
決
可
能
な
範
囲
の
事
項

で
あ
る
こ
と
、
他
の
苦
情
処
理
機
関
と
の
適
否
、
連
携
を
含
め
て
評
価
が
行
わ
れ
る
。

Ｂ　

初
動
（
初
期
補
助
業
務
）
お
よ
び
解
決
に
着
手
す
る
チ
ー
ム
（E

arly A
ssistance and E

arly R
esolution T

eam
s

）：
こ
の
チ
ー
ム
の

特
徴
と
し
て
は
公
式
な
処
置
を
な
さ
ず
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
解
決
に
着
手
す
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｃ　

調
査
・
解
決
チ
ー
ム
（Investigation and R

esolution T
eam

s

）：
こ
の
チ
ー
ム
は
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
リ
ン
ト
ン
、
ク
ラ
イ
ス

ト
チ
ャ
ー
チ
に
配
置
さ
れ
、
こ
の
チ
ー
ム
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
調
査
を
補
佐
し
、
解
決
に
繋
げ
る
こ
と
業
務
と
す
る
。

Ｄ　

拷
問
犯
罪
防
止
チ
ー
ム
（C

O
T
A
 T

eam
）：
拷
問
行
為
の
犯
罪
防
止
法

（
28
）

の
下
で
留
置
場
所
の
監
視
機
能
の
支
援
を
お
こ
な
う
。

Ｅ　

戦
略
的
な
サ
ー
ビ
ス
実
施
グ
ル
ー
プ
：
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
調
査
お
よ
び
検
査
を
補
完
す
る
。
情
報
管
理
、
人
的
資
源
、
情
報
通
信

技
術
の
分
野
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
し
、
政
策
と
専
門
的
な
実
践
の
取
り
組
み
な
ど
よ
り
広
範
な
管
理
改
善
調
査
を
実
施
す
る
。

Ｆ　

政
策
及
び
実
践
的
な
査
定
チ
ー
ム
：
外
部
に
助
言
、
指
導
及
び
訓
練
、
政
策
と
専
門
的
な
実
務
に
関
す
る
事
項
、
国
際
関
係
、
知

識
管
理
、
研
究
お
よ
び
通
信
手
段
、
出
版
物
な
ど
を
用
い
普
及
啓
発
活
動
を
お
こ
な
う
。

Ｇ　

主
要
な
助
言
チ
ー
ム
：
広
範
な
行
政
改
善
調
査
を
実
施
・
評
価
作
業
、
管
理
改
善
の
達
成
を
目
指
し
た
調
査
を
お
こ
な
う
。

Ｈ　

財
政
と
事
業
サ
ー
ビ
ス
チ
ー
ム
：
財
政
分
野
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
す
る
。
調
達
、
不
動
産
、
建
物
お
よ
び
資
産
管
理
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
支
援
を
お
こ
な
う
。

四
五
八



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
福
島
）

（
五
四
一
）

こ
の
よ
う
に
機
動
的
か
つ
段
階
的
な
行
政
苦
情
処
理
体
制
に
よ
り
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
チ
ー

ム
に
よ
る
苦
情
の
平
均
的
な
処
理
期
間
は
、
年
次
報
告
書
に
よ
る
と
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
苦
情
を
受
け
付
け
て
か
ら
一
か
月
以
内
に
調
査

す
る
事
項
が
九
割
を
占
め
、
三
か
月
以
内
に
調
査
の
継
続
か
拒
否
を
決
定
し
て
い
る
。
平
均
調
査
期
間
は
公
共
利
益
に
関
す
る
事
項
で
七

割
が
六
か
月
か
ら
一
二
か
月
で
あ
る
。

た
だ
し
、
一
〇
年
前
か
ら
現
在
ま
で
苦
情
数
は
三
〇
〇
〇
件
か
ら
一
二
〇
〇
〇
件
近
い
三
倍
以
上
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
鑑

み
る
と
現
在
の
処
理
期
間
が
維
持
で
き
る
か
懸
念
が
あ
る
。

6
．
お
わ
り
に

制
度
移
入
か
ら
半
世
紀
が
経
ち
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
国
民
か
ら
信
用
と
権
威
を
獲
得
し
、
機
関
と
し
て
の
独
立
性
を
保
ち
、
行
政
苦
情

処
理
・
救
済
の
中
心
た
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

（
29
）

。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
官
僚
と
の
交
渉
資
源
は
権
威
を
基
軸
と
し
て
お
り
、
政
府
諸
機
関

に
対
し
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
き
形
態
の
「
勧
告
」
を
行
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
苦
情
処
理
活
動
の
実

態
は
形
式
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
、
議
会
や
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
を
す
る
こ
と
も
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
外
部
か
ら
の
行
政
統
制
に

よ
ら
ず
、
官
僚
組
織
の
内
部
変
容
を
促
す
こ
の
活
動
形
態
は
苦
情
処
理
の
解
決
方
法
と
し
て
制
度
の
機
能
不
全
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
活
動
は
司
法
に
よ
る
判
決
を
得
て
救
済
を
得
る
た
め
に
、
国
民
が
消
費
す
る
時
間
コ
ス
ト
や
経
済
的
コ
ス
ト
を
節

約
に
寄
与
し
、
実
質
的
な
苦
情
解
決
に
む
け
て
の
国
民
の
満
足
度
が
高
く
、
効
果
的
で
あ
る
と
高
い
評
価
が
あ
る
。
ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
は
単
に
個
別
の
苦
情
処
理
に
留
ま
ら
ず
、
官
僚
制
に
根
付
く
シ
ス
テ
ム
的
な
欠
陥
や
手
続
き
上
の
問
題
点
を
改
善
す
る
こ
と
に
貢
献
し

て
い
る
意
味
に
お
い
て
も
、
司
法
に
よ
る
個
別
事
案
の
解
決
、
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
る
行
政
の
変
容
あ
る
い
は
そ
れ
を
基
と
し
た
よ
り
も
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有
用
的
な
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
行
政
苦
情
申
し
立
て
者
の
行
政
苦
情
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
っ
て
課
題
の
抽
出
が
な
さ
れ
官
僚

と
の
交
渉
過
程
で
官
僚
が
外
圧
と
し
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
利
用
し
指
摘
事
項
を
組
織
内
に
取
り
込
ん
で
い
く
。
こ
の
意
味
で
の
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
は
変
革
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
鑑
み
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
苦
情
解
決
へ
の
活
動
指
標
に
つ
い
て
統
計
で
数
値
公
表
し
て

い
る
も
の
の
、
解
決
件
数
で
評
価
す
る
方
法
を
回
避
す
る
方
向
に
認
識
も
変
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
調
査
権
の
公
式
的
な
権
力
発
動

は
例
外
的
な
行
為
で
あ
り
、
通
常
、
各
省
庁
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
要
求
に
対
し
て
伝
統
的
に
協
力
的
な
姿
勢
が
採
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法

令
に
よ
る
権
限
の
行
使
の
必
要
性
は
な
く
、
そ
の
発
動
以
前
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
権
威
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
点
を
評
価
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。

表
面
的
な
苦
情
へ
の
対
応
を
せ
ず
水
面
下
で
苦
情
を
処
理
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
省
庁
は
裁
判
の
よ
う
な
敗
訴
し
た
よ
う
な
こ

と
は
な
く
行
政
の
自
ら
修
正
す
る
機
能
を
助
長
す
る
機
能
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
可
能
と
す
る
よ

う
、
ま
た
よ
り
効
率
的
な
修
正
機
能
を
協
働
的
行
動
の
な
か
で
作
動
す
る
よ
う
に
政
治
的
行
動
を
模
索
す
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
存
在
と
役
割
は
大
き
い
も
の
の
問
題
点
が
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
は
導
入
か
ら
五
〇
年
を
経
て
大
幅
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
管
轄
や
機

能
も
周
辺
法
令
に
よ
り
権
限
の
拡
大
、
所
管
の
付
与
に
よ
り
拡
大
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
令
に
お
い
て
は
不
備
も
散
見
さ

れ
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
の
抜
本
的
改
正
求
め
ら
れ
て
い
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
は
、
苦
情
が
複
雑
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
に
十
分
な
機
能
、
リ
ソ
ー
ス
を
付
与
し
て
い
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
、
法
が
時
代
遅
れ
の
内
容
で
あ
る
と
の
問
題
と
し
て
俎
上
に
上
が

り
、
根
本
部
分
で
の
改
正
は
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
今
年
三
月
にS

ection 17

が
改
正
に
な
り
苦
情
拒
否
に
関
す
る
要
件
に
つ
い

四
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
福
島
）

（
五
四
三
）

て
は
整
備
が
進
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。

同
国
で
進
む
プ
ラ
イ
バ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
マ
シ
ャ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
へ
の
対
応
も
問
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
自
体
の
周
知
度
で
あ
る
が

（
30
）

年
齢
が
高
い
ほ
ど
周
知
度
は
高
く
、
年
齢
が
低
い
ほ
ど
周
知
度
は
低
い

（
31
）

。
さ
ら

に
マ
オ
リ
民
族
で
な
い
ほ
う
が
周
知
度
は
高
い
傾
向
に
あ
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
不
平
を
解
決
す
る
も
の
と
の
認
識
が
高
く
、
行
政
の
監

視
役
で
あ
る
と
の
認
識
は
低
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
は
現
在
よ
り
多
く
の
層
へ
の
周
知
度
の
向
上
に
努
め
て
い
る
が
、

期
待
す
る
効
果
は
出
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
他
と
の
行
政
苦
情
救
済
機
関
と
の
連
携
は
運
用
的
に
と
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
の
個
人
的
な
素
養
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
同
国
は
人
口
五
〇
〇
万
に
足
ら
な
い
小
国
家
で

あ
る
た
め
か
、
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
が
今
後
一
考
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

小
規
模
な
国
家
で
あ
る
同
国
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
機
動
性
と
、
制
度
の
先
進
的
改
革
を
期
待
し
た
い
。

（
1
） 

大
住
荘
四
郎
『
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
よ
る
行
政
革
命
│
経
営
改
革
モ
デ
ル
の
構
築
と
実
践
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
、
を
は
じ
め
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に

つ
い
て
の
著
作
は
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
行
政
改
革
先
進
国
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
本
に
は
山
田
宏
、
長
浜
博
行
、
中

田
宏
『
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
行
革
物
語
│
国
家
を
民
営
し
た
国
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、
国
民
に
と
っ
て
規
制
緩
和
を
身
近
な
問
題
と
し

た
意
義
は
大
き
い
。

（
2
） 

困
窮
し
た
経
済
状
況
と
ロ
ン
ギ
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
財
務
大
臣
を
中
心
と
し
た
、
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー

ド
マ
ン
を
中
心
と
す
る
シ
カ
ゴ
学
派
の
経
済
思
想
を
柱
に
、
市
場
開
放
主
義
・
自
由
主
義
を
哲
学
に
も
つ
急
進
的
な
市
場
原
理
主
義
政
策
を
い
う
。

（
3
） 

ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（T

ransparency International, 

略
称
：
Ｔ
Ｉ
）
は
、
腐
敗
、
汚
職
の
撲
滅
に
取
り
組

四
六
一
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五
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二
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二
〇
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五
年
九
月
）

（
五
四
四
）

む
国
際
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
。「
腐
敗
認
識
指
数
」（C

orruption P
erceptions Index

）
を
毎
年
発
表
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
部

所
在
地
は
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
に
置
か
れ
て
い
る
。

（
4
） http://w

w
w
.ti-j.org/m

ission.htm
l

参
照
。
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
、
政
府
及
び
公
的
機
関
の
説
明
責
任
を

強
調
し
、
国
内
外
の
汚
職
・
腐
敗
防
止
の
解
決
に
取
り
組
む
非
政
府
組
織
で
、
世
界
銀
行
の
ア
フ
リ
カ
担
当
局
長
で
あ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
ア
イ
ゲ
ン

氏
に
よ
っ
て
一
九
九
三
年
に
独
ベ
ル
リ
ン
で
反
汚
職
・
腐
敗
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。

（
5
） P

eter M
. B

lau, B
ureaucracy in M

odern S
ociety, 1956, pp117-118.　

阿
利
莫
二
訳
『
現
代
社
会
の
官
僚
制
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八

年
、P

40

。

（
6
） 

イ
ェ
ヘ
ッ
ケ
ル
・
ド
ロ
ア
、
足
立
幸
男
ほ
か
監
訳
『
統
治
能
力
│
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
再
設
計
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
、
二
〇
一
二
年
、P

278

│P
279.

（
7
） Judge A

nad  S
atyanand, T

he O
ffi  ce of O

m
budsm

an in N
ew

 Z
ealand, C

anterbury L
aw

 R
eview

, V
ol 6, 67.

（
8
） 

イ
ェ
ヘ
ッ
ケ
ル
・
ド
ロ
ア
上
掲
、P

278

参
照
。

（
9
） S

tatistics N
ew

 Z
ealand T

atauranga A
otearoa. http://w

w
w
.stats.govt.nz/brow

se_for_stats/incom
e-and-w

ork/em
ploym

ent_

and_unem
ploym

ent/ethnic-labour-force-stats-by-age.aspx#ethnicem
ploym

ent.

（
10
） 

定
義
な
ど
に
つ
い
て
は“G
overnance and developm

ent” W
orld B

ank, 1992.

（
11
） 

国
際
開
発
事
業
団
「
参
加
型
開
発
と
良
い
統
治
：
分
野
別
援
助
研
究
会
報
告
書
」、
一
九
九
五
年
。

（
12
） 

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ゲ
ル
ホ
ン
「
オ
ム
ブ
ズ
マ
ン
・
そ
の
他
│
九
つ
の
国
々
に
お
け
る
護
民
官
達
│
」
一
九
六
六
年
。

（
13
） D

onald C
. R

ow
at, T

he O
m
budsm

an P
lan: T

he W
orldw

ide S
pread of an Idea, R

evised S
econd ed., L

anham
: U

niversity 

P
ress of A

m
erica, 1985, pp.4-5; 

Ｄ
・
Ｃ
・
ロ
ー
ワ
ッ
ト
（
川
野
秀
之
監
訳
）『
世
界
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
構
想
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
八
九
年
、P

5-P
6.

（
14
） 

政
策
収
斂
（policy convergence

）
と
は
、
時
代
を
超
え
て
各
国
間
に
政
策
類
似
性
が
増
大
す
る
こ
と
で
あ
る
と
一
般
的
に
定
義
さ
れ
る
が
、

他
で
起
き
た
経
験
を
利
用
す
る
と
い
う
合
理
的
効
用
化
を
図
る
学
習
過
程
で
あ
る
。

（
15
） 

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
議
会
型
と
し
て
発
祥
し
た
が
、
同
制
度
が
展
開
し
て
い
く
過
程
で
任
命
方
法
や
ス
タ
ッ
フ
等
の
点
で
議
会
と
行
政
府
が
関
与

四
六
二



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
福
島
）

（
五
四
五
）

し
て
制
度
を
作
り
上
げ
て
い
る
例
が
多
い
。

（
16
） 

名
称
に
つ
い
て
も
議
会
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（the P

arliam
entary C

om
m
issioner

）
と
職
名
を
使
用
し
て
い
る
。

（
17
） L

arry B
. H

ill, T
he M

odel O
m
budsm

an: Institutionalizing N
ew

 Z
ealand’s  D

em
ocratic E

xperim
ent, P

rinceton, N
ew

 Jersey: 

P
rinceton U

niversity P
ress, 1976, pp.67-70.

（
18
） 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
導
入
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
あ
っ
た
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
フ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ

（S
tephan H

urw
itz

）
が
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
間
に
書
い
た
九
編
の
論
文
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

（
19
） 

議
会
が
行
政
を
監
視
の
た
め
に
議
会
の
代
理
人
と
し
て
「
国
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
を
任
命
し
た
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
は
強
力
な
行
政
調
査
権
と

公
務
員
訴
追
権
を
付
与
し
「
公
務
サ
ー
ビ
ス
の
執
行
状
況
」
を
監
視
さ
せ
、
憲
法
に
お
い
て
制
度
的
保
障
に
し
た
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
任
務
は
行
政

監
視
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
苦
情
処
理
を
行
っ
た
。

（
20
） 

さ
ら
に
民
間
企
業
の
組
織
す
る
産
業
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
民
間
企
業
が
参
加
し
た
業
界
苦
情
処
理
制
度
で
あ
る
が
、
業
界
に
よ

る
自
主
努
力
団
体
と
い
う
よ
り
は
高
い
独
立
性
と
公
共
性
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
名
称
に
つ
い
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
法
に
定
め
る
保
護
規
定
と
関
係
が
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
じ
な

い
が
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
に
は
一
定
の
基
準
が
あ
る
の
で
、
相
当
の
公
共
性
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
隣
国
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
。

産
業
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
は
、
銀
行
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
保
険
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
あ
る
。
銀
行
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
銀
行
の
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
に
苦
情
が

あ
る
場
合
に
そ
の
異
議
申
し
立
て
を
受
け
付
け
る
第
三
機
関
で
、
顧
客
と
銀
行
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
者
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
。
そ
の
ス
キ
ー
ム
は
銀

行
業
界
、
顧
客
、
お
よ
び
政
府
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
銀
行
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
仲
裁
に
よ
り
直
接
的
な
被
害
あ
る
は
ス
ト
レ
ス
な
ど
の
間
接
な
被
害

に
対
し
て
銀
行
よ
り
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
保
険
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
保
険
会
社
の
取
り
扱
う
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
機

関
で
あ
る
。
近
年
で
は
ク
ラ
ン
ベ
リ
ー
大
震
災
に
関
す
る
保
険
の
支
払
い
に
つ
い
て
の
苦
情
が
増
加
し
て
い
る
。

（
21
） 

た
と
え
ば
、P

arliam
entary D

ebates

（H
ansard

）for T
hursday, 7 D

ecem
ber 2006 A

ppointm
ents 

│O
m
budsm

an, V
olum

e, 636, 

p7019.

四
六
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（
22
） 

二
〇
一
四
年
に
地
方
政
府
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
性
、
競
争
性
、
高
品
質
性
を
求
め
る
地
方
政
府
法
二
〇
〇
二
（L

ocal G
overnm

ent A
ct 

2002 A
m
endm

ent A
ct 2014

）
が
改
正
さ
れ
る
な
ど
度
々
中
央
政
府
に
よ
る
改
正
手
続
き
が
な
さ
れ
る
。B

etter L
ocal G

overnm
ent

と
よ
ば

れ
る
改
革
で
八
つ
の
改
革
ポ
イ
ン
ト
が
示
さ
れ
た
。

（
23
） 
も
っ
と
も
、
最
近
で
は
地
方
自
治
体
も
苦
情
処
理
部
門
を
置
く
な
ど
し
て
機
能
を
高
め
て
い
る
。

（
24
） 

国
家
部
門
を
構
成
す
る
組
織
か
ら
、
省
庁
と
国
有
企
業
を
除
い
た
も
の
が
、
お
お
む
ね
ク
ラ
ウ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
相
当
す
る
。
国
に
対
し

て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

1
．S

tatutory E
ntities

：
企
業
化
し
て
い
な
い
も
の

　
　

C
row

n agents:
政
府
と
密
接
に
業
務
を
遂
行
し
、
大
臣
は
政
府
の
政
策
実
施
を
指
示
で
き
る
。

　
　

Independent C
row

n entities

：
政
府
か
ら
独
立
し
た
業
務
を
担
い
、
大
臣
は
指
示
を
で
き
な
い
。

　
　

A
utonom

ous C
row

n entities
：
右
記
二
種
の
中
間
的
存
在
で
、
大
臣
は
政
策
実
施
を
指
示
で
き
る
。

2
．C

row
n E

ntities C
om

panies
：
企
業
化
し
た
も
の
、
法
人
組
織
化
さ
れ
た
会
社
で
あ
り
、
政
府
官
庁
が
所
有
す
る

　
　

C
row

n E
ntities S

ubsidiaries
：
子
会
社
形
態
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

3
．
上
記
以
外
の
ク
ラ
ウ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
　

S
chool B

oards of T
rustees

：
公
立
小
中
高
校
の
学
校
理
事
会

　
　

T
ertiary E

ducation Institutions

：
教
育
研
究
機
関

（
25
） D

avid C
lark P

rinciple of A
ustrian P

ublic L
aw

（2007
）, 11.1

参
照
。

（
26
） 

最
近
の
行
政
機
関
の
改
善
例
と
し
て
刑
務
所
の
健
康
サ
ー
ビ
ス
、
高
校
に
お
け
る
い
じ
め
、
矯
正
施
設
の
被
収
容
者
の
苦
情
手
続
き
、
矯
正
局

の
使
い
捨
て
可
能
な
安
全
か
み
そ
り
の
ポ
リ
シ
ー
な
ど
が
あ
る
。

（
27
） 

た
と
え
ば
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
刑
務
所
や
障
害
の
分
野
で
広
い
管
理
改
善
に
焦
点
を
当
て
る
。

（
28
） 

犯
罪
拷
問
法
は
国
連
拷
問
禁
止
条
約
選
択
議
定
書
（〝
Ｏ
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｔ
〞）
の
下
で
制
定
さ
れ
た
国
内
法
で
あ
り
、
拷
問
と
他
の
残
酷
な
非
人
間
的

な
ま
た
は
処
置
ま
た
は
罰
を
防
ぐ
た
め
に
定
期
的
に
、
留
置
場
所
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
で
あ
る
。
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
福
島
）

（
五
四
七
）

（
29
） M

ark P
rebble, W

hich R
eform

 is M
ost Im

portant? - S
om

e evidence from
 N

ew
 Z

ealand

（2002

）, Institute for G
overnance 

and P
ublic P

olicy S
tudies. p14

参
照
。

（
30
） O

ffi  ce of O
m
budsm

an, A
nnual R

eport 2012/2013 - full report, p61

。
最
近
でO

m
budsm

en A
ct 1975, ss 13, 22, E

ducation A
ct 

1989, ss 13, 14, 17 and 66, E
ducation

（S
tand D

ow
n, S

uspension, E
xclusion and E

xpulsion

）R
ules 1999

（see appendix 1 for 

full text
）
に
も
と
づ
く
若
年
層
へ
の
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

※
こ
の
論
文
は
、
第
三
二
回
櫻
田
会
政
治
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
基
礎
研
究
部
分
に
つ
い
て
は
日
本
大
学
法
学
部
中
期
研
究
員
と
し
て
の

在
外
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
点
を
記
し
て
関
係
者
に
心
よ
り
感
謝
す
る
。

主
要
な
参
考
引
用
文
献
・
資
料

A
ustralian and N

ew
 Z

ealand O
m
budsm

an A
ssociation　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。

O
m
budsm

an  A
nnual R

eport 2010/2011,2013/14, O
ffi  ce of O

m
budsm

an.

L
. B

. H
ill, T

he M
odel O

m
budsm

an: Institutionalizing N
ew

 Z
ealand’s D

em
ocratic E

xperim
ent,. P

rinceton U
niversity P

ress

M
 C

hen, ”N
ew

 Z
ealand’s O

m
budsm

an L
egislation”

（2010

）40

（4

）V
U
W

L
R
 723.

B
 G

illing, T
he O

m
budsm

an in N
ew

 Z
ealand

（D
unm

ore P
ress, P

alm
erstone N

orth, 1998

）.

G
 L

aking, T
he O

m
budsm

an in T
rasition.

（1987

）17 V
U
W

L
R
.

G
 G

unasekara, W
histle-blow

ers and the O
m
budsm

an, T
he N

ew
 Z

ealand L
aw

 Journal,

（2002

）.

A
 S

atyanand, F
uture D

irections for the O
m
budsm

an, T
he N

ew
 Z

ealand L
aw

 Journal,

（1999

）.

A
 S

atyanand, T
he R

ole of O
m
budsm

an and its connection w
ith the control of corruption,

（U
N
A
F
I, 2005

）, R
E
S
O
U
R
C
E
 

M
A
T
E
R
IA

L
 S

E
R
IE

S
 N

o. 65

M
 C

hen, P
ublic T

ool B
ox

（L
exis N

exis, W
ellington, 2012

）, C
hapter 15
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政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
五
四
八
）

R
ichard S

haw
, P

ublic P
olicy in N

ew
 Z

ealand, P
earson E

ducation N
ew

 Z
ealand. 
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
「
諸
外
国
の
憲
法
事
情　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
二
〇
〇
三
年
。

高
橋
文
利
『
二
一
世
紀
日
本
の
再
構
築
│
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
学
ぶ
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

田
中
嘉
彦
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
議
会
制
度
│
議
会
改
革
の
史
的
展
開
と
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
容
│
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

平
成
二
四
年
九
月
号
。

林
礼
二
『
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

平
松
毅
『
各
国
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
と
運
用
』
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
。

フ
ラ
ン
ク
・
ス
テ
ィ
シ
イ
（
宇
都
宮
深
志
ほ
か
監
訳
）『
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
と
機
能
│
世
界
一
〇
か
国
の
比
較
研
究
（
政
治
科
学
シ
リ
ー
ズ
）』
東

海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
。

渡
邊
栄
文
『
初
期
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
論
』
ふ
く
ろ
う
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。

自
治
体
国
際
化
協
会
『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
』
二
〇
〇
四
年
。

自
治
体
国
際
化
協
会
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
概
況
及
び
地
方
行
政
事
情
」
二
〇
〇
六
年
。

和
田
明
子
『
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
市
民
と
政
治
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

和
田
明
子
『
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
公
的
部
門
改
革
』
第
一
法
規
株
式
会
社
、
二
〇
〇
七
年
。

日
本
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
学
会
（
編
集
）、
東
北
公
益
文
科
大
学
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
研
究
所
（
編
集
）『「
小
さ
な
大
国
」
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
教

え
る
も
の
│
世
界
と
日
本
を
先
導
し
た
南
の
理
想
郷
』
論
創
社
、
二
〇
一
二
年
。
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